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臨死介助は権力問題か

ルートヴィヒ・A・ミネリ

訳：柴　嵜　雅　子＊

Sterbehilfe ― eine Machtfrage?

Ludwig A. Minelli

Übersetzt von Masako Shibasaki ＊

訳者解題
　人権としての「死ぬ権利」を訴えるスイスの NPO、「ディグニタス――人間ら
しく生き人間らしく死ぬ」は、1998年の創設以来、外国人にも自死介助を実施し
てきた。地理的に近いだけでなく、ドイツ語が通じることから、死の援助を受
けるためにスイスにまで赴くドイツ人も少なくない。そのため2005年9月26日、
ディグニタスはハノーバーにドイツ支部を開設した。5周年を記念して2010年10
月4日に、ディグニタスの理事長、ルートヴィヒ・A・ミネリが行なったのが、
この講演、「臨死介助は権力問題か」である。5年間を振り返って具体的な事件
を取り上げながらミネリは話を進めているので、そこからはドイツにおける臨死
介助をめぐる最新の動向が読み取れる。さらにタイトルにもある通り、ディグニ
タスに反対する人や組織が、延命により利益を得る医療産業界と結びついている
という指摘も看過できないと思われる。
　なお、本文中にある１）のような小さな算用数字はミネリ自身による注番号であ
り、一）のような漢数字は訳者が付した注番号である。

キーワード
死ぬ権利、自死援助、安楽死、尊厳死

　ドイツ支部会員、またその他お集まりの皆様、われらが協会「ディグニタス――人間ら
しく生き、人間らしく死ぬ」がハノーバーに開設したドイツ支部は、8日前の2010年9月
26日に5周年を迎えました。今日は創設した日を思い起こしています。お祭りムードで式
典を挙行しているわけではありませんが、ただ5年が過ぎたというわけではなく、5年
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たって依然として存続しているということを、はっきり意識しております。　
　通常、組織が5年間続いたところで、祝うほどのことはありません。私たちはこれを機
会に立ち止まって5年間を振り返り、こうした回顧をさらに根本的な考察へとつなげてい
きたいと思います。
　まず2005年9月26日月曜日を思い起こしましょう。創設時のメンバー7名が定款の草案
を承認し、協会の機構の選択という法的行為によって、「ディグニタス・ドイツ支部」と
いう法人が成立する前からもう、ハノーバーにおいて高い地位にあった二人の人物の共同
声明がドイツのマスメディアには出回り、このホールでも配られていました。その二人は、
私たちの協会の目的は分かっていると称し、先んじて非難していたのです。
　この二人とは、当時のニーダーザクセン州の社会・女性・家族・保健長官のウーズラ・
フォン・デア・ライエン医学博士と、ドイツ福音主義教会ハノーバー教区監督のマルゴッ
ト・ケースマン神学博士です。
　声明の中でケースマン女史は、こう述べています。「死は排除してはならない重要なテー
マである。末期患者の願いや不安は、我が国では脇に追いやられていることがあまりに多
い。この点から私たちは出発しなければならず、それゆえディグニタスが取る方途は完全
に誤っていると考える」。
　フォン・デア・ライエン女史は声明で、「ディグニタスは死期を早めることしか眼中に
なく、そのため死を生の一部と捉え、大切な時として受け入れるための扉を閉ざしてい
る」と説いています。
　外の通りでは、ドイツホスピス財団のオイゲン・ブリシュ事務総長が数人の忠実な部下
と一緒にマスメディア受けのよい髑髏の面をかぶり、「死のビジネス」反対のデモを行なっ
ていました。映像中毒の現代のマスメディアのおかげで、デモの様子はもちろんあっとい
う間に広まりました。
　フルダのハインツ・ヨーゼフ・アルガーミッセン司教は、積極的安楽死は「悲劇的な過
ちだ。なぜなら、他の選択肢が存在するからである。殺すことを治療法に格上げする必要
はない。人生最後の時期において助けを求める叫びに対する答えとなるのは、思いやりを
尽くすことである」と表明しました。
　ドイツ医師会会長のイェルク・ディートリッヒ・ホッペ教授が発言するのは避けがたい
ことで、彼はいわば手持ちの次のような主張を、数日前にもう発表しています。「われわ
れ医師はこれからも、『患者は尊厳ある死を迎える権利はあっても、殺してもらう権利は
ない』という原則に従います。それゆえ積極的安楽死は絶対に受け入れられません」。
　最後に、ニーダーザクセン州の法務省のスポークスマン、ユッタ・ローゼンダールも、

「私たちは警察の協力を得てこの協会をしっかり監視してゆくつもりだ。自殺の勧めは罰
せられないが、積極的安楽死への一線は越えてはならない」と発表しました。
　同じニーダーザクセン州法務省の当時のエリーザベト・ハイスター・ノイマン長官は、
ディグニタス・ドイツ支部創設の翌日、「新たな犯罪規定を作ることにより、団体がビジ
ネスとして安楽死を実施するのを阻止できないか、法務省は検討中です」と語りました。

「組織的な自殺の促進」は黙認できないので、「ドイツにおいて将来、自殺の機会を仕事と
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して斡旋することを犯罪とする」法案を考えていると言っていました。
　ハイスター・ノイマンはハノーバーにディグニタスが設立されたことに憂慮を示し、「他
人の苦しみをビジネスにするものではありません。とりわけ、生きるか死ぬかがかかって
いるときはそうです。できるだけ速やかに死に赴かせようとする一方通行の助言はありえ
ません。それは倫理的に非難されるべきです。真の選択肢がほかにあることが示されてい
ません。誰も自己決定の権利を制限されることはありません。現在では事前指示があれば、
機械によって無理やり生かし続けられることは避けられます。そのうえホスピスが手厚く
世話をしてくれるので、患者は尊厳に満ちた死を迎えることができます」と断言しました。
　お気づきの通り、こうした発言はディグニタス・ドイツ支部創設の数日前か１日後に行
われたものです。何人かの名前を挙げた際、皆さんはニヤッとされましたね。
　エリーザベト・ハイスター＝ノイマン女史は2008年に文部省へ移りましたが、2010年に
はそこも去っています。ケースマン女史も同じく2010年に教区監督ならびにドイツ福音
主義教会の常議員会議長も辞職し、ハノーバーを去って、今はベルリンで暮らしていま
す一）。同様にウーズラ・フォン・デア・ライエン女史もベルリンに活動拠点を移しました。
彼女は現在、連邦労働社会大臣です。
　他方、私たちはハノーバーの真中で今も活動を続けています。
　先に挙げました人々の発言全てに共通する基本的な事実があります。それは、ディグニ
タスの活動について、彼らの誰一人として実は分かっていないということです。ディグニ
タスが実際に何をしているのか、知ろうとした人もいません。中には自分自身の世界観を
崩されないようにするため、知っているわずかな事実を故意に歪めた人もいます。彼らは
対話の申し出を拒んだのではなく、気付いてすらいなかったのです。
　もっとも、「5年前、まだ創設したばかりの協会について、どうして知ることができよ
うか」という反論も耳にしました。
　ディグニタス・ドイツ支部がハノーバーに設立できたのは、元はと言えば、何人かの聡
明なドイツ人のおかげです。その人たちは、チューリヒに「ディグニタス――人間らしく
生き、人間らしく死ぬ」が出来た後、耐えがたくなった生を苦痛なく確実に終わらせるた
め、スイスにまで赴くドイツ人の重症患者が増えていくのを見て、ドイツ国内ではそのよ
うな可能性が依然として阻まれているのは恥ずかしいと感じたのです。そのため、よく似
た協会をドイツに創りたいと、スイスのディグニタスに連絡してこられました。スイスで
は1985年以来、熟慮したうえで生きることがあまりに辛くなったなら、苦痛なく確実に自
死を遂げられるよう手伝ってもらえます。ドイツの協会はそれをドイツで実行可能にする
ため闘おうとするものでした。スイスのディグニタスではこうした望みを受け止め、かく
して5年前にハノーバーでドイツ支部が立ち上げられたわけです。
　ですから当時、ディグニタスが何をしているのか知りたければ、いくらでも方法はあり
ました。スイスのディグニタス協会はすでにインターネット上でウェブサイトを運営して
いました。そこではディグニタスの活動に関する講演も公開されていたのです。
　たとえば、2002年１月17日〜19日、ダヴォスで行なわれたルンゲンリーガ二）・チューリ
ヒ主催の第41回医師研修会の講演では、次のように述べられていましたし、これは研修会
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の終了後すぐにインターネットからダウンロードできるようになっていました。

　　＊まず当然のことながら生きる方向へ助言
　　 　ディグニタスは自死介助を望む人ができるだけ少なくなるよう、その人の尊厳を尊

重する限りのあらゆる手段を取ることをいといません。死にたいと言う人に日々、助
言する際、ディグニタスでもこうした生きる方向への努力が中心で、それがずっと、
あるいは少なくとも一時的には功を奏することもよくあります。

　　 　ディグニタスは決して単なる「自死援助団体」ではありません。正式名称である、
「ディグニタス――人間らしく生き、人間らしく死ぬ」が示すとおり、この協会は人
間らしく生きることを守るものであり、ただそれがもはや実現できなくなった場合、
人間らしく死にたいと言う人にも手助けをしようとしているのです。その他に、事前
指示の処理もきわめて重要な仕事と考えています。たとえば意思表示能力を奪われ、
自然にまかせれば死に至る状態になり、治療を施して延命できても、生活の質は改善
できかねる場合、ディグニタスの援助により消極的安楽死の実施が容易になります。

　フォン・デア・ライエン女史、ケースマン女史、ハイスター・ノイマン女史らが当時行
なったように、ディグニタスという ｢ 企業」は迅速に死なせて ｢ 死で一儲けすること」だ
けを追い求めていると決めつけている人は、聞きかじった生半可な情報を鵜呑みにして他
人の悪口を言っているわけで、そうした所業は非難されるべきです。
　ホッペ教授あるいはアルガーミッセン司教がもう何年も倦まずたゆまず行なってきたよ
うに、｢ 自死」という正しい表現の代わりに ｢ 殺人」という言葉を使う人は、意図的な誤
用によって馬脚を現す悪徳詐欺師なのです。ドイツホスピス財団のオイゲン・ブリシュも
この手の詐欺師の一人です。
　ディグニタス・ドイツ支部創設期の話はこれぐらいにして、ドイツにおける理性的な臨
死介助をめぐってこの5年間に起きた議論の中で、特筆すべき事柄を取り上げましょう。
　まず、ディグニタスを抑えこもうとする動きに関しては、刑法を拡充して臨死介助の議
論も具体的な自死介助も制限しようと政治家たちは躍起になっていましたが、そうした試
みは今までのところ失敗しています。
　ニーダーザクセン州からの連邦参議院発議を準備したのは、ハイスター・ノイマン法務
長官でした。その案が通れば、連邦議会は ｢ 自殺の機会の商業的斡旋」を法で罰すること
を求められるはずでした。しかし、この企てはニーダーザクセン州内でもう頓挫してしま
いました。法務長官が、自党のキリスト教民主同盟（CDU）が連立を組んでいた自由民
主党（FDP）に根回しをせずに先走ったからです。ちなみに ｢ 商業的」という言葉は無
害に聞こえますが、｢ 少なくとも２回、自死介助を提供したもの ｣ は誰でも罰せられるこ
とになっていたのです。
　ニーダーザクセン州からの発議が失敗した後、CDU だけが政権を担当しているザール
ラント、ヘッセン、チューリンゲンの三州が、ハイスター・ノイマン法務長官がまとめて
いた法案を受け継ぎ、2006年3月27日、連邦参議院に提出しました。
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　これを受けてディグニタスは、法案及びそれに添付されていた三州の説明文書に対する
詳細なコメントを発表しました。そこでは特に、そのような刑法の条項がドイツ基本法の
みならずヨーロッパ人権条約に反することを証明しています。私たちはこのコメントの通
常版と短縮版の両方を、連邦参議院の全メンバーに送りつけました。
　三州の法案は連邦参議院で、法務・内務・保健の三つの委員会で審議されることになり
ました。指導的役割を果たすのは、法務委員会です。結局、法務委員会と保健委員会は法
案を連邦議会に提出することを推薦しましたが、内務委員会は反対しました。
　その後、この法案は放棄され、｢ 商業的な自死援助組織」を刑法で取り締まることを目
的としたバーデン・ヴュルテンベルク州とバイエルン州の案が協議されました。
　それから先の経緯についてはハンス・ユルゲン・レールシュが、2008年7月7日付けの
ドイツ連邦議会の公式新聞、『ダス・パーラメント』で以下のように叙述しています。

　　 　CDU が支配的な州の中ではノルトライン・ヴェストハーレン州とニーダーザクセ
ン州が、法案を支持することを拒否した。社会民主党（SPD）側からも同様に支援は
なかった。ベルリンやラインラント・プファルツなどいくつかの州は、法案に強く反
対した。ラインラント・プファルツ州の法務省の代表者の一人は、法案は極端であり、
自殺幇助を罰しない現行法に矛盾すると批判し、「こうしたことを立法化するなら、
公正でなければなりません」と釘をさした。

　　 　連邦参議院会議の前夜、CDU の州首相たちは同じく CDU のアンゲラ・メルケル
連邦首相と会談し、解決策を探った。法案を取り下げなければならないのは明らかだ
が、｢ 政治には行動力がない ｣ と言った印象を世間に与えることもよくないからだ。

　　 　SPD の党首でラインラント・プファルツ州首相のクルト・ベックも動員され、バー
デン・ヴュルテンベルクの州首相、ギュンター・エッティンガーと、この問題を関係
者の面子をつぶさずに解決する可能性を話し合った。

　　 　ベックとエッティンガーが合意した提案は、連邦参議院ですぐに大多数の賛成が得
られた。その提案によると、ドイツでは自殺の援助を商業的な形で提供することを目
的とした動きが目立ってきており、「自殺用の薬剤や物品が簡単に手に入らなければ
思いとどまったような人でも、一時的な絶望的状況から、自殺を決断し取り返しがつ
かなくなる危険性がある」。自殺や人の苦しみをビジネスにするのは基本法の人間像
にも反し、「『死の商業化』はなんとしても制止しなければならず」、それゆえ商業的
な自殺の介助を罰する犯罪規定を創設しなければならない、とも述べられている。

　　 　バーデン・ヴュルテンベルク州とバイエルン州が出した元の法案の論争点に対して
は、この提案は「そのような協会の創設ならびに協会における主要な役割が、どの程
度、処罰の対象になりうるかは、なお調査の必要がある」とだけ指摘しており、年内
の法律制定を求めている。

　しかしながら2008年12月31日になっても法律は制定されず、今日に至るまでそのような
法律策定については報告されていません。
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　おそらくハンブルクの元市政府法務大臣だったローガー・クッシュ三）が自死援助協会
を創設したことに対抗して、ラインラント・プファルツ州は2010年5月7日、自殺援助の
宣伝を処罰可能にする法案を連邦参議院に提出しました。この法案では、公序良俗に反し
たり商業的な利益獲得のみを目的とした宣伝方法が処罰の対象となるはずでした。しかし
以前の二つの法案と同様、ここでも基本法に関して類似の問題が生じました。骨折り損の
くたびれ儲けといった感じで、こうしたやり方ではさしたる成果は挙げられないと思われ
ます１）。
　このように法律を作ろうとしても、基本法とヨーロッパ人権条約の保証によって立法機
関は勝手なことが出来なくなっていることがわかり、いささか満足しております。自分の
生涯をいつ終わらせるかを自ら決める、いわゆる ｢ 最後の人権」を実現しようと闘ってい
る私たちを、法律の制定によって阻止することはできないようです。
　もしも立法機関がそのようなことをしようとしたなら、連邦憲法裁判所とストラスブー
ルにあるヨーロッパ人権裁判所で争うことになるでしょう。
　なお、ここで明言しておきたいと思いますが、これまで自死援助を商売にしようとした
人、私的な金儲けだけを追い求めた人、ましてや利己的で強欲な人は、ドイツはもちろん
のこと全世界で一人としておりません。
　さて、この5年間で私たちの活動が引き起こした肯定的な動きに目を移しましょう。
　時系列に沿って話をしますと、まず2006年にシュトゥットガルトで開催されたドイツ法
曹大会を挙げることができます。2006年9月20日、3,000名以上の法曹関係者が参加した
この第66回大会で、大多数がドイツでも合法的な安楽死を可能にすることを強く求め、ま
た患者の事前指示が拘束力を持つようにすることも要求しました。さらに、治療の中止や
生命維持処置の中断は、末期になる前でも法的に許されるべきであり、そのような場合に
医師が訴追されないことを刑法典に明記すべきだと強く訴えました。また大会参加者の過
半数が、自己責任で自殺した人を救済しなかったとしても、処罰の対象にしないことを支
持しました。重症患者の苦しみが十分に緩和できず、本人が自己責任で死を選んだなら、
医師が自殺を助けてもよいとも主張されました。つまり従来の法律では医師は職業上、自
ら望んで死を選んだ者であっても救済する義務があるという理由で、医師が自殺を介助す
ることは例外なく禁止されていたのですが、その方針を転換するよう求めたわけです。
　その後、これらの要求の一部は、ドイツ連邦議会で実現しました。2009年になってから
ですが、6月18日に、各党から多数の賛成を得て、患者の事前指示を医師と施設は絶対に
尊重すること、また事前指示の作成を制限するような役所の妨害があってはならないこ
と、が決まりました。ドイツ医師会のホッペ会長やドイツホスピス財団のブリシュ事務総
長といった面々が、連邦議会のこの決定を厳しく批判したことは、驚くに当たりません。
こうした古臭い考えに固執する人たちは、時代と理性に置いてきぼりを食うだけなので
す。
　次に、ヨーロッパ中に影響を及ぼすもっと重要な成果が、2006年11月3日、ディグニ
タスの後押しによりスイスで達成されました。この日、スイスの最高裁判所に当たる連
邦裁判所が、原則的に死に対する人権が存在することを認めたのです。連邦裁判所は、
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国の最高裁判所としては世界で初めて、主としてヨーロッパ人権条約に基づき、判決 
BGE 133I 58において次のように述べました。「ヨーロッパ人権条約第8条第１号のいう自
己決定権は、当該の人物が自らの意志を自由に形成し、それに従って行動できる状態にあ
るならば、自分の人生を終わらせる方法と時点を決定する権利を含む」。
　死に対するこうした権利は、その行使に関してはまだ十分に形作られていません。連邦
裁判所の見解によると、相応の処方箋を出す医師の同意がつねに必要です。精神障害を持
つ人の場合、本人に判断能力があり、死を望むのは鬱病の症状ではないことを、「専門医
による徹底的な鑑定」で証する必要があるとされています。連邦裁判所は当時、予想して
いませんでしたが、スイスの専門医のほぼ全員が、そのような鑑定の実施を拒否しまし
た。さらに、病気ではないけれど人生にもう飽いたという人もいますが、法律上、医師は
適応症がなければ薬を処方できないといった問題も、まだ考慮されていません。こうした
点をどうするのかは差し当たり未解決のままで、今後の訴訟次第というところかもしれま
せん。
　とはいえ、こうした動きはもはや押しとどめられない展開の予兆と言えるでしょう。現
在までにヨーロッパ人権裁判所には、死に対する権利をめぐってスイスとドイツに対し、
２件の抗告が行なわれています。ヨーロッパ評議会の加盟国において最高の法的機関であ
るヨーロッパ人権裁判所が、スイス連邦裁判所が先駆けとなって認めた人権を、本当に行
使できるように形作るか否かが、まもなく分かります。
　ドイツ国内での展開に戻りましょう。ドイツ医師会のホッペ会長は、医師たちが理性的
な自死援助に対して、統一戦線を張っているかのように見せかけていましたが、そんなも
のは明らかに現在、存在していませんし、かつて存在したこともありません。このテーマ
についてアレンスバッハ世論調査研究所はドイツ医師会の委託を受け、2009年8月14日か
ら9月7日、開業医と病院勤務医から抽出された527名を対象に調査を行ない、死を望む
患者に関する経験や見解について尋ねました。家庭医の二分の一、全体の三分の一の医師
が、患者もしくはその家族から自殺の介助を頼まれたことがあると回答しました。大多数
の医師が、そのような願いを理解できると言っています。三分の一以上の医師が、特定の
条件下では、そのような援助を考慮すると答えているのです。
　ドイツ医師会は国家の任務を請け負っているわけではなく、まったく私的な組織に過ぎ
ません。ホッペ会長のみならず他の役員たちも、てこでも動かない頑固で筋の通らない主
張を掲げていますが、それはこの注目すべき調査結果が示しているように、医師全員の一
致した意見だとはとても呼べません。医師会は一枚岩となって抵抗しているように言われ
てきましたが、そこには以前から亀裂が走っており、それが拡大して状況を変えることも
期待できます。
　最後に、この概観の中で述べておくべき喜ばしいこととして、ドイツの法学や裁判の領
域でも理性に向かう動きが認められることが挙げられます。
　まず2010年6月25日、カールスルーエの連邦最高裁判所が、ミュンヘンの医療弁護士、
ヴォルフガング・プッツが起訴された刑事事件で、注目に値する無罪判決を言い渡しまし
た四）。介護ホームは胃瘻を利用して、死を望んでいる患者を生かそうとしてはならないこ
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とを、最高裁判所は判決文で明確にしています。つまり、死に関する人間の自己決定権は
他のいかなる利益よりも優先しなければならないことを、明示したわけです。
　皆さんはもう驚かれないでしょうが、ブリシュ氏はまたもや公の場でこの判決に対して
ギャンギャン吠えていました。今回のような判決は、かつてヨハン・ネポムク・ネストロ
イが語ったように、「犬でも読めるよう」もう少し低いところに掲げなければならないよ
うです。
　次に、ミュンヘン第一検察庁が2010年7月30日、連邦最高裁判所の以前の裁判官、その
中にはなんと第三帝国の時代に法曹教育を受けた人も混じっていましたが、そんな連中が
下したナンセンスな判決の問題を一掃しました。ある女医が薬剤を独自に組み合わせて自
らの責任において自死を遂げたとき、見守るだけで救済しようとしなかった彼女の子ども
たちが取調べを受けていたのですが、ミュンヘン第一検察庁はそれを中止したのです。
　連邦最高裁判所の以前の判決では、そのような場合でも、意識喪失が始まれば法的には

「事故」として扱われていました。そのため家族や医師は「救済」を義務付けられていた
のです。1950年代初めに連邦最高裁判所が出した判決では、「自殺者」の意志など問題に
ならない、とされていたからです。
　これに対してミュンヘン第一検察庁は決議で以下のように詳述しています。

　　 　しかしながら、こうした原則はその後の裁判で絶対的なものではなくなっている。
連邦最高裁判所は、本人が望み自己責任で行なわれた自死は、殺人の構成要件になら
ないと決め……、その後この決定に従って、自ら責任を持って下した自死の決断に、
より強い法的意義を与えることにしたが、……この問題については当該事件に対する
関連性の欠如ゆえに、最終的な決着がついていない。

　　 　以前の原則が保証人に課していた絶対的な救済義務は、その後、刑法典第13条と第
323条ｃの救済義務は自殺者の行為能力あるいは意識が喪失した時点で始まるとされ
たことによっても、制限を受けた。すなわち、そうした時点で初めて行為支配が保証
人に移行し、罪にならない自殺幇助が殺人という犯罪になる、とされた。

　　 　だが、これでも矛盾は解決されていない。ある人の死の決断を実現するために、家
族や医師は薬剤を調達するなどして自殺を助けても罰せられないが、その薬剤を服用
したとたん、救済を義務付けられてしまうからである。

　　 　それゆえ保証人の立場によっては、自殺者が自ら責任を持って下した自死の意志に
よって救済の義務は制限される、というミュンヘン上級地方裁判所が「ハッケタール
事件」五）で示した見解の方が、優れているように思われる。

　　 　したがって決め手となるのは、自殺者の意志が確実に突き止められるか推測できる
ことである。自殺者の真剣な死への意志を尊重し、行為能力喪失あるいは意識喪失の
時点ですぐに医師を呼ぶなどの救済措置を取らなかったからと言って、家族を刑法で
裁くことはできない。

　　 　最近の裁判にしても、自己決定権を以前より重要視するようになっている。連邦最
高裁判所の第12民事部は、回復不能の致命疾患の場合、患者が同意不能であっても、



臨死介助は権力問題か

161

あらかじめ本人が事前指示などの形で意思表示をしていたなら、生命維持ないし延命
の処置を行なってはならない、という決定を下した。これは人間の尊厳に由来し、同
意可能なときに行使された自己決定権は、たとえ自己責任の取れる決定がもはや出来
なくなった段階でも尊重することが求められるからだとされる。……この決定から刑
法の領域に関して引き出されるのは、自らの責任で下した決定は、行為能力あるいは
意識が喪失しても拘束力を持つべきだということである。

　この決定から差し当たり理論的に考えられるのは、ドイツの人もスイスと同様の方法
で、自死に付き添ってもらえるということです。その際、一定の条件を満たす必要があり
ます。第一に、死を望む人に、有効な薬剤の処方箋を書いてくれる医師がいります。この
医師は同時に、当該の人に行為能力欠如の兆候が全くないことを確認する必要がありま
す。さらに、自分の生命を絶ちたいという意志が一定期間以上続いていることも証明でき
なくてはなりません。この証明は、当該の人が意思表明を文書にすることによって、自分
で作成できます。
　残念ながらスイスと異なり、まだドイツではペントバルビタールナトリウムは利用でき
ません。
　さて自死援助とりわけ組織による自死介助に関して持ち上がる根本的な考察を、いくつ
か取り上げたいと思います。
　まず、公の議論は第一に集団的「釣合痴呆」六）にかかっていることを指摘させていた
だきます。これは強烈な言葉ですが、それ相当の理由があります。
　私たちに敵対する人たちは、「ディグニタスは人間がさっさと自殺できるよう援助して
儲けようとしている。我々にとって重要なのは人間の生命を守ることであり、だからこそ
ディグニタスに反対するのだ」と再三再四、強調しています。
　これに対しては、私たちの敵対者が「生命」のために尽力していることなど実際には全
くなく、彼らの主張は真実ではない、と反論できます。
　ドイツ社会で生命がもっとも脅かされているのはどこかと問えば、具体的に暴力にさら
されている二つの領域を挙げることができます。
　第一に、毎年ドイツでは実に多くの自殺未遂者が出ています。1970年代のアメリカの研
究結果によりますと、自殺を試みた50人のうち死に至るのは１人だけで、49人は未遂に終
わります。これは死を望んでいた人自身に壊滅的な障害を負わせるだけでなく、社会全体
にとっても重い経済的負担になります。ちなみに、自殺既遂者と未遂者の割合が49対１に
までなりうるという指摘は、2002年のスイス連邦政府の発表に基づいています２）。
　第二に交通事故により、多くの死傷者が出ています。
　私たちの敵対者はどちらの領域でも、死傷者数を減らすために信用できる十分な努力を
行なってはいません。
　自殺未遂や交通事故に関して有益な活動をする代わりに、彼らは毎年ほんの数十人のド
イツ人がスイスのディグニタスで自死介助を受けていると大騒ぎしているのです。
　他方、ディグニタスがそれよりはるかに多くの自殺を予防していることは、簡単に示せ
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ます。会員、非会員を問わず、私たちは相談に乗っています。問題解決のためには自殺し
かないと思いつめていたたくさんの人が、ディグニタスから助言を受けて、生き続ける方
向で解決策を考えてみるだけでなく、選んでもいるのです。
　何らかの理由で自殺したくなった人には、不安なく自殺について誰かと話せる場を与え
るべきだと私たちは確信しています。そうした人々が精神科に収容される恐れがないよう
にしなければなりません。もう生きていたくないと思うようになった問題の根本について
誰かと話せるようになれば、自殺とは別の解決方法がある限り、それを見つけるチャンス
も生まれます。そのような解決方法がなければ、あるいは彼らにとって受け入れられない
なら、勝手に自殺をして重傷を負う危険にさらすよりも、自死の介助をした方がよいよう
に思います。本当に急を要する場合を除いて、決してことを急いではならないというのは
当り前のことです。
　では、なぜ私たちの敵対者はディグニタスを槍玉に挙げるのでしょうか。それは彼らに
とって問題なのは人間ではなく、経済的な利害と直結した権力だからです。これは自殺の
問題に関しては、それほど目新しいことではありません。すでにギリシャ・ローマ時代か
ら、人々は躍起になって自殺を食い止めようとし、処罰の対象にまでしていました。当時、
高い料金を払って買った奴隷が苦役を逃れるために自殺をすると、主人の財産が減ること
になってしまいますので、財産保護が自殺を抑止しようとする動機の一つでした。もう一
つの動機は、兵士が自殺によって兵役から逃れないようにすることです。奴隷や兵士が自
殺しようとして失敗すると、重い罰が科せられました。
　今日でも、よく似た事情や動機が存在するのでしょうか。少なくとも、遠くを探す必要
はありません。
・教会にとって教会税を払う教区民は利益の元です。死者では採算が合いません。
・国家にとって納税者は利益の元です。
・医師、病院、製薬会社、そのほかの医療産業にとって、患者は利益の元です。
・老人ホーム、介護ホームにとって、年金受給者は利益の元です。
以上は権力問題の一面に過ぎません。
　もう一つの面は、これより構造がずいぶん単純です。国家であれ個人であれ、管理運営
があるところでは、変更せずに特定の処理方法を保つことに権益が生まれます。それゆえ、
こうした事情に詳しい人が嘲笑的に「管理運営憲法」と呼ぶ応対があり、それは次の五つ
の条文から成り立っています。
１．これまでいつも、このようにしてきました。
２．そんなことは今までしたことがありません。
3．そうすればどうなるか、誰も分からないでしょう。
4．そんなことをすれば、我々はどうなるのですか。
5．どちら様ですか？

　この講演の締めくくりとして、私たちの敵対者の権益がどこにあるかを手短に示したい
と思います。
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　まず全体を代表して、オイゲン・ブリシュが鼻の穴をふくらませて吹聴する事業、いわ
ゆる「ドイツホスピス財団」を見てみましょう。財団理事会には、ドイツの医療産業に多
大な利害関係を持っている次のような人物がいます。
・ ミヒャエル・ヴィルツは、スキャンダルを起こしたアーヘンのグリューネンタール有限

責任会社の共同出資者であり顧問です。妊婦が服用して四肢欠損や四肢異常の子どもを
何千人も産む元となった「コンテルガン」（サリドマイド）を販売したのが、この薬品
会社です。

・ エーリヒ・プリンツ・フォン・ロプコヴィッツは、ドイツにおけるマルタ騎士団救援活
動において数々の要職を務め、2006年からはマルタ騎士団ドイツ協会の会長でもありま
す。

・ オイゲン・ミュンヒは経営経済学の専門家で、ノイシュタット・アン・デア・ザーレの
レーン・クリニクム株式会社七）の創設者であり監査役会会長をしています。

・ ルーイ・グラーフ・フォン・ツェヒは、フランクフルトにあるドイツ最大の遺産管理銀
行、ＢＨＦ銀行を長年にわたり経営しています。

　こうした財団理事が携わっている企業の利益の元は、とりわけ高利を生む医療産業の企
業や重病人です。彼らは自分たちの商品やサービスを重病人や病院に売り、それによって
大きな利益を得ているのです。
　たとえば現在もっともよく売れている鎮痛剤の一つ、「トラマール」は、グリューネン
タールが開発・製造している薬です。この会社の売り上げの50％以上を、この「トラマー
ル」が占めています。
　こうした背景から、ブリシュ氏の経済的利害関係も見えてきます。
　ドイツホスピス財団の後援者であり、俗受けする人寄せパンダの役を引き受けているの
が、女優のウシ・グラースです。
　おまけに、ドイツホスピス財団自体もホスピス運動の中では非常に議論の的になってい
ます。１年に入る寄付金が200万ユーロもあるのに、そのうちまあ10％ほどしかホスピス
には届かない、という非難が寄せられているからです。寄付金の大半が、オイゲン・ブリ
シュが何度も引き起こすこうした奇妙な広報活動や運営に費やされているのは明らかで
す。
　ドイツホスピス財団は「患者を守る組織」を自称しています。しかし、理性的な自死援
助に反対するばかりか、この点に関してドイツにおける最高の裁判所の判決にも反対して
いますので、患者を守っているようにはとても見えません。ドイツホスピス財団はむしろ
ドイツにおける医療産業の偽装組織のようで、生かされ続けるより自分で決めて尊厳のあ
る死を迎えたいと思っている患者に、不利益をもたらしていると思われます。
　二つ目の事例として、かつてニーダーザクセン州の社会・女性・家族・保健長官だった
ウーズラ・フォン・デア・ライエンの利害関係を見てみましょう。彼女自身医師ですが、
結婚相手も医師で、しかも単にハノーバーのどこかで開業して患者を診ているような人物
ではありません。
　彼女の夫、ハイコ・エヒター・フォン・デア・ライエンは、医師であり大学教師でもあ
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りますが、さらに医療産業における企業家でもあります。彼はハノーバーで ARTISS 有
限会社を起こし、経営者として働いていました。ARTISS 有限会社はハノーバー医科大
学（新バイオテクノロジーと人工臓器のためのライプニッツ研究所）と共同で、生体固有
の細胞（レシピエントの血管系の細胞、あるいは血液か骨髄の幹細胞）を基に、新しい生
体素材の僧帽弁を開発することを目的としていました。そのうえ彼はハノーバー臨床試験
センターも経営しています。このセンターは、ハノーバー市とその周辺地域の経済振興協
会、「ハノーバー・インパルス株式会社」と、医科大学によって創設されました。ハノー
バー臨床試験センターは医学研究を行い、ハノーバー医科大学との密接な結びつきをホー
ムページで次のように誇示しています。

　　 　ハノーバー臨床試験センターは独立したプロフェッショナルな組織で、大学に関係
する強力な諸機構が共同出資しています。

　　 　ハノーバー医科大学の多くの研究所と協同しています。
　　 　ハノーバー医科大学は1961年に超高度医療の拠点として開設されました。75の科か

らなる18の医療センターを擁し、病床数は全部で1,400を超えます。さらにハノーバー
地域の他の病院の助力を依頼することもできます。ハノーバー医科大学は１年間で
45,000人の入院患者を引き受け、145,000人の外来患者の治療に当たっています。

　　 　ハノーバー医科大学は大病院ならではの多彩な分野で超高度医療を提供していま
す。

　これだけ大きな規模の医療産業の企業が相手では、ディグニタス・ドイツ支部のような
小さな協会は力のうえでは太刀打ちできないことは、明白と言っていいでしょう。しかし
同様に明らかなのは、こうした企業は、自分たちの利権や領分を侵すものはことごとく潰
しにかかるということです。
　そのためには権力を行使して出来ることなら何でもやります。政治に携わっている妻で
あれ、雇い入れた経営者であれ、マスメディアへの影響力であれ、何でも使います。結局、
そのような企業は毎年広告に莫大な金を使っています3）。そんな汚い手を使って、死を望
む人びとに生きることを強制し、こうした貧者の中の貧者を犠牲にしてビジネスをしてい
るわけです。そのくせ、死をビジネスにしたがっていると、私たちに罪をきせるのです。
　私たちの強みは経済的、政治的な権力の領域にはありません。　
　私たちの強みを支えているのは、譲渡し得ない人権の理念、人道主義的かつ人間らしい
態度、そして自己決定の無条件の擁護です。私たちはひたすら金儲けを目ざして制御がき
かなくなった医療産業から、迷信や偏見にとらわれない人々の自己決定を守ろうとしてい
るのです。
　これらに支えられて、私たちはこれまで闘ってきましたし、今後も闘い続けます。
　これらに支えられて、情け容赦ない金の亡者の思惑と権力に対し、最後には理性が勝利
をおさめるでしょう。
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＜原注＞
１） その後、この提案もドイツ連邦参議院で、少なくとも暫定的には失敗している。この第14の議題

は2010年11月5日に開催された第876回総会で却下され、委員会へ差し戻されたからである。
２） www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20011105を参照。
3） 2010年10月6日付けの新聞、『ハノーバー・アルゲマイネ・ツァイトゥング』は、本講演につい

て報道していたが、案の定、こうした権力の側面については一言も述べていなかった。www.
haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Uebersicht/Sterbehilfeverein-Dignitas-verzeichnet-starken-
Zulauf-in-Hannover を参照。

＜訳注＞
一） マルゴット・ケースマンが要職を辞任する原因となったのは、飲酒運転しているところを警察に

捕まるというスキャンダルを起こしたからである。
　　 www.welt.de/politik/article538481./Bischoefin-Margot-Kaessmann-tritt-zurueck.html を参照。
二） 「ルンゲンリーガ」は肺病、呼吸障害、結核、アレルギーの撲滅をめざすスイスの NPO で、ほ

とんどの州に支部を設けている。
三） ローガー・クッシュはハンブルクで「ローガー・クッシュ博士　安楽死協会」を創設し、実際に

自殺を幇助したことをホームページ上で述べ、映像も公開したことから、2009年にハンブルク行
政裁判所から自死援助の差し止め命令を受けた。しかし同じ年の10月には、シュレスヴィヒ・ホ
ルシュタイン州に場所を移して、新たに「ドイツ安楽死協会」を設立している。

四）『デア・シュピーゲル』に掲載されたジモーネ・ウトラーの記事、「チューブを切りなさい」（www.
spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,698069,00.html）によると、2002年10月、当時71歳だっ
たエリカ・キュルマーは脳卒中で倒れ、植物状態に陥った。病院で胃瘻が造設され、2003年２月
に介護ホームに移されたが、寝たきりで、呼びかけても触れても反応のない状態だった。

　　　彼女は文書では残していないが、娘のエルケ・Ｇには延命措置は望まないと語っていた。その
ため娘と息子は安らかに死なせたいと願っていたが、夫は栄養補給の中止に反対していた。夫が
死んだ後、後見人のエルケ・Ｇと弟の主張や医師の勧めにもかかわらず、介護ホームはエリカ・
キュルマーの栄養補給を中止しようとしなかった。

　　　2007年、妥協案が成立し、12月20日、清拭や痛み止めの処理などは続け、口も湿らせるが、胃
瘻による栄養補給は停止し、水分補給も徐々に減らすことになった。しかし翌日、介護ホームの
運営部と法務部が訴訟を恐れて、栄養と水分の補給の再開を指示してきた。

　　　そこでエルケ・Ｇは、2006年から世話になっていた弁護士のヴォルフガング・プッツに連絡し
た。こうしたケースをいくつも手がけてきたプッツは、腹壁の真上で胃瘻のチューブを切ること
を勧めた。エルケ・Ｇはこのアドバイスに従ったが、すぐに看護師に発見された。エリカ・キュ
ルマーは病院に搬送されたが、心不全で２週間後になくなった。チューブを切ったことと死との
関係は定かではない。エルケ・Ｇとプッツは起訴され、州裁判所はエルケ・Ｇは無罪にしたもの
の、プッツには殺人罪で懲役9ヶ月の執行猶予付き判決を言い渡した。

　　　連邦最高裁判所がプッツを無罪としたことは、ミネリに限らず、ドイツでも一般に画期的な判決
として受け止められた。たとえ末期でなくとも、患者が延命を望んでいない場合、単に治療を差
し控えるだけでなく、すでに行なっていた治療を中止してもよいことが明確になったからである。

　　www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,702790,00.html を参照。
五）医師のユリウス・ハッケタールは、重度の末期がん患者に強く乞われて致死薬を用意し、自ら

の病院で患者がそれを飲み下して死ぬのを看取った。ハッケタールは嘱託殺人罪で起訴された
が、結局、1987年、ミュンヘン上級地方裁判所は検察の訴えを棄却した。あくまで毒を飲んだの
は本人であるため嘱託殺人は該当せず、また救助により延命できた可能性も証明できないため、
救命義務不履行にも当たらないと判断したからである。町野朔他編、『安楽死・尊厳死・末期医 
療――資料・生命倫理と法Ⅱ』、深山社、1999年、235〜240ページ参照。

六）自分の能力に釣り合わない難事を試み失敗すること。
七）ドイツにおける最大級の民間病院企業。




